
改     正     後 改     正     前 

別表１ 

優良住宅地等のための譲渡に関する証明書類等の区分一覧表 

 

１ 優良住宅地等のための譲渡（措置法第31条の２第２項関係） 

 

譲渡の区分 
添付すべき 

証明書類 
発 行 者 根 拠 条 項 備  考 

     

⑮ ・・・・・ 

(イ) ・・・・・ 

・・・・・。 

 (ロ)  ・・・・・ 

Ａ ・・・・・。 

Ｂ ・・・・・。 

Ｃ ・・・・・。 

Ｄ ・・・・・。 

Ｅ ・・・・・。 

(ハ) ・・・・・。 

(ニ) ・・・・・。 

 

(イ) ・・・・・ 

(ロ) ・・・・・ 

(ハ) ・・・・・ 

(ニ) 当該一団の

住宅又は中高

層の耐火共同

住宅に係る建

築基準法第７

条第５項《建

築物に関する

完了検査》に

規定する検査

済証の写し

（※４） 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

検査実施者 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

※１ ・・・・・。 

※２ ・・・・・。 

※３ ・・・・・。 

⑴ ・・・・・ 

⑵ ・・・・・ 

⑶ ・・・・・ 

※４ ・・・・・。 

⑯ 次に掲げ

る要件を満た

す住宅又は中

高層の耐火共

同住宅の建設

を行う個人又

は法人（※）

に対する土地

等（土地区画

整理法第98条

(イ) 当該住宅又

は中高層の耐

火共同住宅の

建設に係る建

築基準法第６

条第１項《建

築物の建築等

に関する申請

及び確認》に

規定する確認

・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

※ ・・・・・。 

別表１ 

優良住宅地等のための譲渡に関する証明書類等の区分一覧表 

 

１ 優良住宅地等のための譲渡（措置法第31条の２第２項関係） 

 

譲渡の区分 
添付すべき 

証明書類 
発 行 者 根 拠 条 項 備  考 

     

⑮ ・・・・・ 

(イ) ・・・・・ 

・・・・・。 

 (ロ)  ・・・・・ 

Ａ ・・・・・。 

Ｂ ・・・・・。 

Ｃ ・・・・・。 

Ｄ ・・・・・。 

Ｅ ・・・・・。 

(ハ) ・・・・・。 

(ニ) ・・・・・。 

 

(イ) ・・・・・ 

(ロ) ・・・・・ 

(ハ) ・・・・・ 

(ニ) 当該一団の

住宅又は中高

層の耐火共同

住宅に係る建

築基準法第７

条第５項に規

定する検査済

証の写し（※

４） 

 

 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

建築主事等 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

※１ ・・・・・。 

※２ ・・・・・。 

※３ ・・・・・。 

⑴ ・・・・・ 

⑵ ・・・・・ 

⑶ ・・・・・ 

※４ ・・・・・。 

⑯ 次に掲げ

る要件を満た

す住宅又は中

高層の耐火共

同住宅の建設

を行う個人又

は法人（※）

に対する土地

等（土地区画

整理法第98条

(イ) 当該住宅又

は中高層の耐

火共同住宅の

建設に係る建

築基準法第６

条第１項に規

定する確認の

申請書の写し

（当該建設に

関する事業概

・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

※ ・・・・・。 
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改     正     後 改     正     前 

第１項《仮換

地の指定》の

規定による仮

換地の指定

（仮に使用又

は収益をする

ことができる

権利の目的と

なるべき土地

又はその部分

の指定を含

む。以下同

じ。）がされ

たものに限

る。）の譲渡

のうち、その

譲渡が当該指

定の効力発生

の日（同法第

99条第２項

《仮換地の指

定の効果》の

規定により使

用又は収益を

開始すること

ができる日が

定められてい

る場合には、

その日）から

３年を経過す

る日の属する

年の12月31日

の申請書の写

し（当該建設

に関する事業

概要書及び当

該建設を行う

場所及び区域

等を明らかに

する地形図の

添付のあるも

のに限る。） 

(ロ) ・・・・・ 

(ハ) ・・・・・ 

(ニ) ・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・ 

検査実施者 

・・・・・ 

第１項の規定

による仮換地

の指定（仮に

使用又は収益

をすることが

できる権利の

目的となるべ

き土地又はそ

の部分の指定

を含む。以下

同じ。）がさ

れたものに限

る。）の譲渡

のうち、その

譲渡が当該指

定の効力発生

の日（同法第

99条第２項の

規定により使

用又は収益を

開始すること

ができる日が

定められてい

る場合には、

その日）から

３年を経過す

る日の属する

年の12月31日

までの間に行

われるもの

で、・・・・・ 

 

要書及び当該

建設を行う場

所及び区域等

を明らかにす

る地形図の添

付のあるもの

に限る。） 

 

 

 

(ロ) ・・・・・ 

(ハ) ・・・・・ 

(ニ) ・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・ 

建築主事等 

・・・・・ 
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改     正     後 改     正     前 

までの間に行

われるもの

で、・・・・・ 

(イ) ・・ 

Ａ ・・・・・。 

Ｂ ・・・・・。 

(ロ) ・・・・・ 

Ａ ・・・・・。 

Ｂ ・・・・・。 

(ハ) ・・・・・。 
 

 

 

 

(イ) ・・ 

Ａ ・・・・・。 

Ｂ ・・・・・。 

(ロ) ・・・・・ 

Ａ ・・・・・。 

Ｂ ・・・・・。 

(ハ) ・・・・・。 
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改     正     後 改     正     前 

別表２ 

 

収用証明書の区分一覧表 
 

区   分 内   容 発 行 者 根拠条項 備   考 
     

     

○53  ・・・・・、若しくは

土地収用法第３条に

規定する事業の施行

者がその事業の用に

供するために行う公

有水面埋立法の規定

に基づく公有水面の

埋立て又は当該施行

者が行う当該事業の

施行に伴う漁業権、入

漁権、漁港水面施設運

営権その他水の利用

に関する権利又は鉱

業権（租鉱権及び採石

権その他土石を採掘

し、又は採取する権利

を含む。）の消滅（こ

れらの権利の価値の

減少を含む。）があっ

た場合 

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 

・・・・・ 

※１ ・・・・・。 

※２ ・・・・・。 

     

55の２ 漁港及び漁場

の整備等に関する法

律（昭和25年法律第

137号）第59条第２項

《漁港水面施設運営権

の取消し等》（第２号

に係る部分に限る。）

これに該当

する漁港水

面施設運営

権である旨

の証明 

当該処分を

した漁港及

び漁場の整

備等に関す

る法律第59

条第２項の

漁港管理者 

措置法33条

１項８号 

措置法規則

14条５項９

号ハ 

 

別表２ 

 

収用証明書の区分一覧表 
 

区   分 内   容 発 行 者 根拠条項 備   考 
     

     

○53  ・・・・・、若しくは

土地収用法第３条に

規定する事業の施行

者がその事業の用に

供するために行う公

有水面埋立法の規定

に基づく公有水面の

埋立て又は当該施行

者が行う当該事業の

施行に伴う漁業権、入

漁権その他水の利用

に関する権利又は鉱

業権（租鉱権及び採石

権その他土石を採掘

し、又は採取する権利

を含む。）の消滅（こ

れらの権利の価値の

減少を含む。）があっ

た場合 

 

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 

・・・・・ 

※１ ・・・・・。 

※２ ・・・・・。 

     

（新 設） 
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改     正     後 改     正     前 

の規定による処分に

より漁港水面施設運

営権が消滅をした場

合 

○56  ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 措置法33条

１項８号 

措置法規則

14条５項９

号ニ 

 

○57  ・・・・・ ・・・・・ 国土交通大

臣 

措置法33条

１項８号 

措置法規則

14条５項９

号ホ 

 

     

      

 

 

 

 

 

○56  ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 措置法33条

１項８号 

措置法規則

14条５項９

号ハ 

 

○57  ・・・・・ ・・・・・ 厚生労働大

臣 

措置法33条

１項８号 

措置法規則

14条５項９

号ニ 
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改     正     後 改     正     前 

別表３ 

 

特定土地区画整理事業等に関する証明書の区分一覧表 
 

区   分 内   容 発 行 者 根拠条項 備   考 

     

③ 古都における

歴史的風土の保

存に関する特別

措置法（昭和41

年法律第１号）

第12条第１項

《土地の買入れ》

の規定により買

い取られる場合 

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 

・・・・・ 

 

３の２ 都市緑地

法（昭和48年法

律第72号）第17

条第１項又は第

３項《土地の買

入れ》の規定に

より買い取られ

る場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左欄の規

定により土

地等を買い

取った旨を

証する書類 

 

・・・・・ 

 

 

 

 

 

・・・・・ 

・・・・・ 

（削 除） 

別表３ 

 

特定土地区画整理事業等に関する証明書の区分一覧表 
 

区   分 内   容 発 行 者 根拠条項 備   考 

     

③ 古都における

歴史的風土の保

存に関する特別

措置法第11条第

１項《土地の買

入れ》の規定に

より買い取られ

る場合 

 

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 

・・・・・ 

 

３の２ 都市緑地

法第17条第１項

又は第３項《土

地の買入れ》の

規定により買い

取られる場合 

次に掲げ

る場合の区

分に応じそ

れぞれ次に

定める書類 

(イ) 土地等

が地方公

共団体に

買い取ら

れる場合 

左欄の規

定により

当該土地

等を買い

取った旨

を証する

書類 

(ロ) 土地等

が緑地保

 

 

 

 

 

・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該緑地保

全・緑化推

・・・・・ 

・・・・・ 

※ 「緑地保全・緑化推進

法人」とは、都市緑地法

第17条第２項に規定する

緑地保全・緑化推進法人

（公益社団法人（その社員

総会における議決権の総

数の２分の１以上の数が

地方公共団体により保有

されているものに限る。）

又は公益財団法人（その

設立当初において拠出を

された金額の２分の１以

上の金額が地方公共団体

により拠出をされている

ものに限る。）であって、

その定款において、その

法人が解散した場合にそ

の残余財産が地方公共団

体又は当該法人と類似の
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改     正     後 改     正     前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全・緑化

推進法人

（※）に買

い取られ

る 場 合 

都市緑地

法第17条

第３項の

規定によ

り当該土

地等を買

い取った

旨、当該

土地等の

買取りを

する者が

当該緑地

保全・緑

化推進法

人に該当

する旨及

び当該土

地等の買

取りが措

置法令第

22条の７

第２項各

号に掲げ

る要件を

満たすも

のである

旨を証す

る書類 

 

進法人を都

市緑地法第

17条第２項

の規定によ

り買入れの

相手方とし

て定めた地

方公共団体

の長 

目的をもつ他の公益を目

的とする事業を行う法人

に帰属する旨の定めがあ

るものに限る。）をいう。 
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改     正     後 改     正     前 

 

 

    

３の７ 古都にお

ける歴史的風土

の保存に関する

特別措置法第13

条第１項《都市

緑化支援機構に

よる特定土地保

全業務》に規定

する対象土地が

同条第４項の規

定により同項の

都市緑化支援機

構に買い取られ

る場合（当該都

市緑化支援機構

が一定の要件

（※）を満たす場

合に限る。） 

当該都市

緑化支援機

構が左欄の

規定により

対象土地を

買い取った

旨及び当該

対象土地が

当該都市緑

化支援機構

に買い取ら

れる場合が

左欄の要件

を満たすも

のであるこ

とを証する

書類 

当該都市緑

化支援機構

に対する古

都における

歴史的風土

の保存に関

する特別措

置法第13条

第１項の規

定による要

請（以下こ

の欄におい

て「買取要

請 」 と い

う。）をした

府県の知事

又は買取要

請をした地

方自治法第

252 条の 19

第１項の指

定都市の長 

措置法34

条２項３

号の２ 

措置法規

則17条１

項３号の

２ 

※ 「一定の要件」とは、

次に掲げる要件をいう。 

（イ） 当該都市緑化支援機

構が公益社団法人又は

公益財団法人であり、

かつ、その定款におい

て、当該都市緑化支援

機構が解散した場合に

その残余財産が地方公

共団体又は当該都市緑

化支援機構と類似の目

的をもつ他の公益を目

的とする事業を行う法

人に帰属する旨の定め

があること。 

（ロ） 当該都市緑化支援機

構と地方公共団体との

間で、その買い取った

対象土地の売買の予約

又はその買い取った対

象土地の第三者への転

売を停止条件とする停

止条件付売買契約の締

結をし、その旨の仮登

記を行うこと。 

３の８ 都市緑地

法第17条の２第

１項《都市緑化

支援機構による

特定緑地保全業

務》に規定する

対象土地が同条

当該都市

緑化支援機

構が左欄の

規定により

対象土地を

買い取った

旨及び当該

当該都市緑

化支援機構

に対する都

市緑地法第

17条の２第

１項の規定

による要請

措置法34

条２項３

号の３ 

措置法規

則17条１

項３号の

３ 

※ 「一定の要件」とは、

次に掲げる要件をいう。 

（イ） 当該都市緑化支援機

構が公益社団法人又は

公益財団法人であり、

かつ、その定款におい

て、当該都市緑化支援

 

 

    

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（新 設） 
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改     正     後 改     正     前 

第４項の規定に

より同項の都市

緑化支援機構に

買い取られる場

合（当該都市緑

化支援機構が一

定の要件（※）

を満たす場合に

限る。） 

 

対象土地が

当該都市緑

化支援機構

に買い取ら

れる場合が

左欄の要件

を満たすも

のであるこ

とを証する

書類 

（以下この

欄において

「買取要請」

という。）を

した都道府

県の知事又

は買取要請

をした市の

長 

機構が解散した場合に

その残余財産が地方公

共団体又は当該都市緑

化支援機構と類似の目

的をもつ他の公益を目

的とする事業を行う法

人に帰属する旨の定め

があること。 

（ロ） 当該都市緑化支援機

構と地方公共団体との

間で、その買い取った

対象土地の売買の予約

又はその買い取った対

象土地の第三者への転

売を停止条件とする停

止条件付売買契約の締

結をし、その旨の仮登

記を行うこと。 

④ 文化財保護法

（昭和25年法律

第214号）第27

条第１項《指定》

の規定により重

要文化財として

指定された土

地、同法第109

条第１項《指定》

の規定により史

跡、名勝若しく

は天然記念物と

して指定された

土地、自然公園

法（昭和32年法

律第161号）第20

・・・・・ 

（イ） ・・・・・ 

当該土地

が措置法

令第22条

の７第５

項第１号

に規定す

る文化財

保存活用

支援団体

に買い取

られる場

合が同条

第５項各

号に掲げ

 

・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・ 

・・・・・ 

※１ ・・・・・。 

※２ 地方独立行政法人

は、地方独立行政法人法

施行令（平成15年政令第

486号）第６条第３号《公

共的な施設の範囲》に掲

げる博物館又は植物園の

うち博物館法（昭和26年

法律第285号）第２条第２

項《定義》に規定する公

立博物館又は同法第31条

第２項に規定する指定施

設に該当するものに係る

地方独立行政法人法（平

成15年法律第118号）第21

条第６号《業務の範囲》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 文化財保護法

第27条第１項

《指定》の規定に

より重要文化財

として指定され

た土地、同法第

109条第１項《指

定》の規定によ

り史跡、名勝若

しくは天然記念

物として指定さ

れた土地、自然

公園法第20条第

１項《特別地域》

の規定により特

別地域として指

・・・・・ 

（イ） ・・・・・ 

当該土地

の買取り

をする者

が措置法

令第22条

の７第４

項に規定

する文化

財保存活

用支援団

体に該当

する旨及

び当該土

地の買取

 

・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・ 

・・・・・ 

※１ ・・・・・。 

※２ 地方独立行政法人

は、地方独立行政法人法

施行令（平成15年政令第

486号）第６条第３号に掲

げる博物館又は植物園の

うち博物館法（昭和26年

法律第285号）第２条第２

項に規定する公立博物館

又は同法第31条第２項に

規定する指定施設に該当

するものに係る地方独立

行政法人法（平成15年法

律第118号）第21条第６号

に掲げる業務を主たる目

的とするものに限る。 
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改     正     後 改     正     前 

条第１項《特別

地域》の規定に

より特別地域と

して指定された

区域内の土地又

は自然環境保全

法（昭和47年法

律第85号）第25

条第１項《特別

地区》の規定に

より特別地区と

して指定された

区域内の土地

が、国又は地方

公共団体（地方

公共団体が財産

を提供して設立

した特定の団体

（※１）を含む。）

に買い取られる

場合（当該重要

文化財として指

定された土地又

は当該史跡、名

勝若しくは天然

記念物として指

定された土地が

独立行政法人国

立文化財機構、

独立行政法人国

立科学博物館、

地方独立行政法

人（※２）又は

文化財保護法第

る要件を

満たすも

のである

ことを証

する書類 

 

 

 

（ロ） ・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・ 

に掲げる業務を主たる目

的とするものに限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 「一定の要件」とは、

次に掲げる要件をいう。 

（イ） 当該文化財保存活用

支援団体が公益社団法

人（その社員総会にお

ける議決権の総数の２

分の１以上の数が地方

公共団体により保有さ

れているものに限る。）

又は公益財団法人（そ

の設立当初において拠

出をされた金額の２分

定された区域内

の土地又は自然

環境保全法第25

条第１項《特別

地区》の規定に

より特別地区と

して指定された

区域内の土地

が、国又は地方

公共団体（地方

公共団体が財産

を提供して設立

した特定の団体

（※１）を含む。）

に買い取られる

場合（当該重要

文化財として指

定された土地又

は当該史跡、名

勝若しくは天然

記念物として指

定された土地が

独立行政法人国

立文化財機構、

独立行政法人国

立科学博物館、

地方独立行政法

人（※２）又は

文化財保護法第

192条の２第１

項《文化財保存

活用支援団体の

指定》に規定す

る文化財保存活

りが同条

第５項各

号に掲げ

る要件を

満たすも

のである

旨を証す

る書類 

（ロ） ・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・ 

 

 

※３ 文化財保存活用支援

団体は、公益社団法人（そ

の社員総会における議決

権の総数の２分の１以上

の数が地方公共団体によ

り保有されているものに

限る。）又は公益財団法人

（その設立当初において

拠出をされた金額の２分

の１以上の金額が地方公

共団体により拠出をされ

ているものに限る。）であ

って、その定款において、

その法人が解散した場合

にその残余財産が地方公

共団体又は当該法人と類

似の目的をもつ他の公益

を目的とする事業を行う

法人に帰属する旨の定め

があるものに限る。 

※４ 「一定の場合」とは、

次に掲げる要件を満たす

場合をいう。 
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改     正     後 改     正     前 

192条の２第１

項《文化財保存

活用支援団体の

指定》に規定す

る文化財保存活

用支援団体に買

い取られる場合

（当該文化財保

存活用支援団体

に買い取られる

場合には一定の

要件（※３）を

満たす場合に限

る。）を含むもの

とし、措置法第

33条第１項第２

号の規定の適用

がある場合を除

く。） 

の１以上の金額が地方

公共団体により拠出を

されているものに限

る。）であり、かつ、そ

の定款において、当該

文化財保存活用支援団

体が解散した場合にそ

の残余財産が地方公共

団体又は当該文化財保

存活用支援団体と類似

の目的をもつ他の公益

を目的とする事業を行

う法人に帰属する旨の

定めがあること。 

（ロ） 当該文化財保存活用

支援団体と地方公共団

体との間で、その買い

取った土地の売買の予

約又はその買い取った

土地の第三者への転売

を停止条件とする停止

条件付売買契約の締結

をし、その旨の仮登記

を行うこと。 

 

 

（ハ） ・・・・・。 

（ニ） ・・・・・。 

     

⑦ 農業経営基盤

強化促進法（昭

和55年法律第65

号）第４条第１

（イ） ・・・・・ 

（ロ） ・・・・・ 

 

 

・・・・ 

農地中間管

理機構 

 

・・・・・ 

・・・・・ 

※ 「一定の要件」とは、

農地中間管理機構が、公

益社団法人（その社員総

会における議決権の総数

用支援団体（※

３）に買い取ら

れる場合（当該

文化財保存活用

支援団体に買い

取られる場合に

は一定の場合

（※４）に限る。）

を含むものと

し、措置法第33

条第１項第２号

の規定の適用が

ある場合を除

く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 当該文化財保存活用

支援団体と地方公共団

体との間で、その買い

取った土地の売買の予

約又はその買い取った

土地の第三者への転売

を禁止する条項を含む

協定に対する違反を停

止条件とする停止条件

付売買契約のいずれか

を締結し、その旨の仮

登記を行うこと。 

（ロ） ・・・・・。 

（ハ） ・・・・・。 

     

⑦ 農業経営基盤

強化促進法第４

条第１項第１号

《定義》に規定す

（イ） ・・・・・ 

（ロ） ・・・・・ 

 

 

・・・・ 

当該土地等

の買取りを

する者 

・・・・・ 

・・・・・ 

※ 農地中間管理機構は、

公益社団法人（その社員

総会における議決権の総

数の２分の１以上の数が
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改     正     後 改     正     前 

項第１号《定義》

に規定する農用

地で同法第22条

の４第１項《地

域農業経営基盤

強化促進計画の

特例に係る区域

における利用権

の設定等の制

限》に規定する

区域内にあるも

のが、同条第２

項の申出に基づ

き、同項の農地

中間管理機構に

買い取られる場

合（当該農地中

間管理機構が一

定の要件（※）

を満たす場合に

限る。） 

（ハ） 当該土

地等が当

該農地中

間管理機

構に買い

取られる

場合が左

欄の要件

を満たす

ものであ

ることを

証する書

類 

・・・・・ の２分の１以上の数が地

方公共団体により保有さ

れているものに限る。）又

は公益財団法人（その設

立当初において拠出をさ

れた金額の２分の１以上

の金額が地方公共団体に

より拠出をされているも

のに限る。）であり、かつ、

その定款において、当該

農地中間管理機構が解散

した場合にその残余財産

が地方公共団体又は当該

農地中間管理機構と類似

の目的をもつ他の公益を

目的とする事業を行う法

人に帰属する旨の定めが

あることをいう。 

 

る農用地で同法

第22条の４第１

項《地域農業経

営基盤強化促進

計画の特例に係

る区域における

利用権の設定等

の制限》に規定

する区域内にあ

るものが、同条

第６項の申出に

基づき、同項の

農地中間管理機

構（※）に買い

取られる場合 

 

 

 

 

 

 

（ハ） 当該土

地等の買

取りをす

る者が左

欄の農地

中間管理

機構に該

当する旨

を証する

書類 

 

 

 

・・・・・ 地方公共団体により保有

されているものに限る。）

又は公益財団法人（その

設立当初において拠出を

された金額の２分の１以

上の金額が地方公共団体

により拠出をされている

ものに限る。）であって、

その定款において、その

法人が解散した場合にそ

の残余財産が地方公共団

体又は当該法人と類似の

目的をもつ他の公益を目

的とする事業を行う法人

に帰属する旨の定めがあ

るものに限る。 
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改     正     後 改     正     前 

別表４ 

 

特定住宅地造成事業等に関する証明書の区分一覧表 
 

区   分 内   容 発 行 者 根拠条項 備   考 

     

③ 土地区画整理

事業として行わ

れる一団の宅地

造成事業で次に

掲げる要件を満

たすものの用に

供するために、

平成６年１月１

日から令和８年

12月31日までの

間に、買い取ら

れる場合（※） 

(イ)  ・・・・・。 

(ロ) ・・・・・。 

(ハ) ・・・・・。 

(ニ) ・・・・・。 

(イ) ・・・・・ 

(ロ) ・・・・・ 

(ハ) ・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

※ ・・・・・、当該土地

区画整理事業（その施行

者が同法第51条の９第５

項《施行の認可の基準等》

に規定する区画整理会社

であるものに限る。）の施

行に伴い、当該区画整理

会社の株主又は社員であ

る者の有する土地等が当

該区画整理会社に買い取

られる場合を除く。）に限

り、この特例の適用があ

る。 

     

 

別表４ 

 

特定住宅地造成事業等に関する証明書の区分一覧表 
 

区   分 内   容 発 行 者 根拠条項 備   考 

     

③ 土地区画整理

事業として行わ

れる一団の宅地

造成事業で次に

掲げる要件を満

たすものの用に

供するために、

平成６年１月１

日から令和５年

12月31日までの

間に、買い取ら

れる場合（※） 

(イ)  ・・・・・。 

(ロ) ・・・・・。 

(ハ) ・・・・・。 

(ニ) ・・・・・。 

(イ) ・・・・・ 

(ロ) ・・・・・ 

(ハ) ・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

※ ・・・・・、当該土地

区画整理事業（その施行

者が同法第51条の９第５

項に規定する区画整理会

社であるものに限る。）の

施行に伴い、当該区画整

理会社の株主又は社員で

ある者の有する土地等が

当該区画整理会社に買い

取られる場合を除く。）に

限り、この特例の適用が

ある。 
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改     正     後 改     正     前 

 

附 則 
 
（経過的取扱い…改正通達の適用時期⑴） 

 この法令解釈通達による改正前の「別表２収用証明書の区分一覧表」中の「区分欄○57」

に掲げる厚生労働大臣の証する書類は、施行日以後は、この法令解釈通達による改正後の

「別表２収用証明書の区分一覧表」中の「区分欄○57」に掲げる国土交通大臣の証する書類

とみなす。 

 

（経過的取扱い…改正通達の適用時期⑵） 

この法令解釈通達による改正後の「別表３特定土地区画整理事業等に関する証明書の区

分一覧表」中の「区分欄③」、「区分欄３の２」、「区分欄３の７」、「区分欄３の８」、「区分

欄④」及び「区分欄⑦」（「第６項」を「第２項」に改正する部分を除く。）の取扱いは、

都市緑地法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 号）の施行の日から適用する。 

 

（新 設） 
 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（新 設） 
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